
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
五
十
八
号

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十

四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百

七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
三

号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
五
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第

九
項
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
北
朝
鮮
特
定
貨
物
）

第
一
条
　
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七

十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
の
政
令
で
定
め
る
国
際
連
合
安

全
保
障
理
事
会
決
議
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会

決
議
第
二
千
八
十
七
号
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千
九
十

四
号
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
七
十
号
、
同
理
事

会
決
議
第
二
千
三
百
二
十
一
号
、
同
理
事
会
決
議
第
二

千
三
百
七
十
一
号
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千
三
百
七
十

五
号
及
び
同
理
事
会
決
議
第
二
千
三
百
九
十
七
号
と
す

る
。

２
　
法
第
二
条
第
一
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
物
資
は
、
別

表
（
二
の
項
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
物
資
は
、
別

表
（
一
の
項
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
生
物
兵
器
等
に
該
当
す
る
提
出
貨
物
の
廃
棄
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
提
出
貨
物
（
以
下
単
に
「
提
出
貨
物
」
と

い
う
。
）
の
廃
棄
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
提
出
貨
物

の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
条
約
の

規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
生
物
兵
器
又
は
毒

素
兵
器
に
該
当
す
る
提
出
貨
物
　
細
菌
兵
器
（
生
物

兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の

禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
第
二
条

二
　
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
化
学
兵
器
に
該
当

す
る
提
出
貨
物
　
化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵

及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
第

四
条

（
提
出
貨
物
の
売
却
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
貨
物
の

売
却
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
売
却
」
と
い
う
。
）
は
、

提
出
貨
物
が
北
朝
鮮
に
輸
出
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
者
に
対
し
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
競
争
入
札
に
付
し
て
も
入
札
者
が
な

い
提
出
貨
物
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
提
出
貨
物
に
つ
い
て
は
、
随
意

契
約
に
よ
り
売
却
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
前
項
本
文
の
規

定
に
よ
る
競
争
入
札
の
う
ち
一
般
競
争
入
札
に
付
そ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し

て
少
な
く
と
も
五
日
前
ま
で
に
、
当
該
提
出
貨
物
の
品

名
及
び
数
量
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
で

定
め
る
事
項
を
官
報
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
第
二
項
本
文
の

規
定
に
よ
る
競
争
入
札
の
う
ち
指
名
競
争
入
札
に
付
そ

う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
三
人
以
上
の
入
札
者
を

指
定
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
に
当
該
提
出
貨
物
の
品

名
及
び
数
量
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
で

定
め
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
第
二
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き

は
、
な
る
べ
く
二
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
出
貨
物
の
そ
の
他
の
処
分
の
方
法
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
貨
物
の

処
分
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
　
法
及
び
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法

及
び
こ
の
政
令
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の

事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
一
五
日
政
令
第
一

六
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
一
月
七
日
政
令
第
二

七
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
二
日
政
令
第

三
一
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
八
日
政
令
第
一
四

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一

七
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
六
日
政
令
第
二

五
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
八
日
政
令
第
四

二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

一
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
の
う
ち
、
国
際
連
合

安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、
同
理
事

会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
及
び
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
同
理
事
会
決
議
（
同
理
事
会
決
議
第
二
千

二
百
七
十
号
八
及
び
二
十
七
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ

り
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
の
禁
止
が
決
定
さ
れ
た
核
関
連
、

ミ
サ
イ
ル
関
連
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
関
連
の
物

資
、
武
器
そ
の
他
の
物
資
と
し
て
外
務
大
臣
、
財
務

大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
す
る
も
の

二
北
朝
鮮
を
仕
出
地
と
す
る
貨
物
の
う
ち
、
国
際
連
合

安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、
同
理
事

会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
及
び
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
同
理
事
会
決
議
（
同
理
事
会
決
議
第
二
千

二
百
七
十
号
八
及
び
二
十
七
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ

り
北
朝
鮮
か
ら
の
輸
入
の
禁
止
が
決
定
さ
れ
た
核
関

連
、
ミ
サ
イ
ル
関
連
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
関
連

の
物
資
、
武
器
そ
の
他
の
物
資
と
し
て
外
務
大
臣
、

財
務
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
す
る
も
の

三
法
第
二
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
物
資
に
あ
っ
て
は
一

の
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
物

資
に
あ
っ
て
は
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次

の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
資
で
あ
っ

て
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百

七
十
号
八
又
は
二
十
七
の
規
定
に
よ
り
我
が
国
が
決

定
す
る
物
資
と
し
て
外
務
省
令
・
財
務
省
令
・
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

（
一
）
　
北
朝
鮮
の
核
兵
器
、
軍
用
の
化
学
製
剤
若
し

く
は
細
菌
製
剤
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
散
布
の
た
め
の

装
置
又
は
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ

ッ
ト
若
し
く
は
無
人
航
空
機
の
開
発
、
製
造
、
使
用

又
は
貯
蔵

（
二
）
　
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百

十
八
号
、
同
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
、
同

理
事
会
決
議
第
二
千
八
十
七
号
、
同
理
事
会
決
議
第

二
千
九
十
四
号
及
び
同
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
七

十
号
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
活
動

（
三
）
　
（
二
）
に
規
定
す
る
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

会
決
議
に
よ
り
国
際
連
合
加
盟
国
に
課
さ
れ
た
措
置

の
回
避

（
四
）
　
北
朝
鮮
の
軍
隊
の
運
用
能
力
の
向
上

（
五
）
　
北
朝
鮮
か
ら
の
輸
出
で
あ
っ
て
、
北
朝
鮮
以

外
の
国
際
連
合
加
盟
国
の
軍
隊
の
運
用
能
力
を
支
援

し
、
又
は
強
化
す
る
も
の

1


